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ミカン農業における農協共販体制の歴史的展開過程

戦前における静岡県と愛媛県の比較

林 芙俊
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1.本輸の霞題

わが国の総合農協は、設立当初から戦後自作農

の維持装置という政策的な位置づけを与えられ、

その後も各事業が園の政策と連動する形で発展を

遂げてきた。このような性格は、「制度としての

農協J(註J)として知られている。しかし、現
在の農協に関する議論においては、農政の転換や

組織基盤の変化にともない、こうした性格の弱体

化が進みつつあるとみられており、組合員の主体

的参加による自生性を重視する方向で農協の将来

像が展望されている。

こうした議論を進めるうえで注目に値するのが、

愛媛県を中心とするミカン農業地帯において独自

の発展をみせた専門農協である。戦前からの自生

的な共販組織としての歴史を有し、 「制度として

の農協」とはまったく異質なものである。しかし

専門農協に関する従来の研究は、マーケテイング

能力に関するものに偏っており、こうした組織化

のあり方を評価、分析したものは極めて少ない。
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そこで本論では、愛媛県の戦前期のミカン販売組

織がどのような特質をもち、そのこと古喰後の専

門農協組織の展開過程に与えた影響を分析するこ

とを課題とする。

本論では、愛媛県と同様に戦前からミカンの産

地化が進みながらも、戦後は総合農協によるミカ

ン販売が主流となった静岡県との比較分析を通じ

て、この課題に応えることとしたい(註2)。そ

のため、第2節ではまず分析視角として、歴史的

過程が共販組織の展開にどのような規定性をもつ

のかについて、ミカン産地の特質にふれながら整

理し、第3節において愛媛県と静岡県におけるミ

カンの流通組織化の比較をおこない、第4節で結

論と今後の課題を述べることとする。

2.本障の分析視角

従来の研究が専門農協をどのように捉えてきた

のかについては、マーケティング能力の側面から

評価したもの(註3)、取り扱う品目の専門化・単
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一化などの視点から分析したものなどがある。 L

かし、本論では自生性をその本質と考えるため、

発生史的な視点から分析をおこなうこととする。

共販組織がとりうる事業体制というものは、自

身が展開してきた過去の組織と事業から制約を受

ける。専門農協はわが国の農協制度からの規制を

あまり受けない存在であったことは、そうした性

格を強めており、専門農協はこのような意味にお

いて歴史的な存在であるといえる。優れた販売機

能を有するのであれば、それをもたらした歴史的

な展開過程の分析を研究課題とすることが必要で

ある。

従来の専門農協研究が、こうしたことを十分に

議論することなく、どの時代にふどの地域にも、

どの作目においても成立する一般的な概念として

専門農協を捉えたことは性急にすぎたといわねば

ならない(註4)。愛媛県における政治的な状況

もあって、専門農協と総合農協の優劣が論じられ

たことも、そうした傾向を助長したものと考えら

れる。

本論では、自生的な下からの組J織化を有すると

いう歴史性が、愛媛県のミカン専門農協の本質で

あると考える。この歴史的展開に影響を及ぼして

きたのは、図1に示したように、扱う作自の特性、

地域農業および社会的条件、市場条件、組織基盤

である。これらの要因が歴史的な展開過程のなか

で、それぞれの共販組織に固有な特徴として固定

化されてきたのである。

扱う作目の特性
ミカン柑橘類

地域農業の展開と杜会的条件

単一作目への地域的特化
集落と一体的な組織活動

市場条件
遠隔大規模産地
商人との対抗

組織基盤
関連組織の関与
脆弱な財務基盤

歴史性
下からの組織化
「共選」による事業運営

図1 共販組織の歴史的展開に規定性をもっ諸要因
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愛媛県の専門農協について、具体的な歴史の分

析に入る前に、これらの要因を整理しておきたい。

扱う作自の特性としては、ミカンが呆樹であり、

そのなかでも常緑呆樹であることである。土地合

体資本としての樹体の状態は前年の生育状況にお

おきく左右され、そのことが収量や品質に影響す

るが、常緑果樹であるミカンはこの性質がとくに

顕著で、強い隔年結呆性を有している。このため、

植物体由喝存更新される一年生の作物とは異なり、

せん定や摘果などの生産管理は前年の状態を踏ま

えるため毎年異なったものとなる。した地雷って、

ミカン産地においては継続的で密度の高い技術指

導が求められることになるのである。

柑橘生産が特定の地域に集中し、そこでの農業

経営が柑橘作に特化する傾向があることは、そう

した技術指導体制の基盤を提供している。これは

単に、農協が営農・技術指導体制を充実させるう

えで有利であることのみにとどまらず、集落を基

盤に農家を組織化し、按術指導体制のなかに組み

込むことを可能としている。また、ミカン専作化

は集出荷体制にも影響を及ぼしてきた。生産が集

中し遠隔地への移出が必須となり、機械選呆など

の効率化・合理化と市場対応のための規律が集出

荷体制において求められる。

また戦前では、農会や産業組合など、ミカンの

集出荷を直接目的としない組織が集出荷体制の整

備に関与しており、こうした状況も地域性をもっ

て展開してきた。その際の遷呆施設の整備につい

ては、通常の部会のように農協のような財務基盤

を有する組織に依存できなかったため、出資や利

用料などによる生産者の費用負担を重視せざるを

えなかった。こうした費用負担の根拠や金額は組

合員に対して明示され、選呆場への帰属意識を高

めることとなってきた。

こうしたなかで、愛媛県に固有の特徴としては

「共選」という組織があげられる。共選は、呆た

している機能としては一般的な部会に相当するも

のであるが、戦前の出荷組合を前身としているた

めに、生産者によって自主的に運営されている。

ミカン生産が7急成長を遂げていた時期において、

任意組織にすぎない共選と農協との合併が問題と

されたことからも、共選の独立性と位置づけの高

討桐い知れよう(註5)。愛媛県においては、集
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出荷体制の基盤がこの共還という組織にあり、共

還とその上部にある専門農協との関係性が、専門

農協の組織と事業をもっとも強く規定する歴史性

となっている。ただし、先述したように、この歴

史性を規定する要因は愛媛県というよりはミカン

産地に固有のものであるから、こうした要因が自

生的なミカン農業の発展をとおして発現しうる条

件があるのならば、類似する組織化がみられるこ

とが予想される。

そうした意味で注目されるのが、静岡県におけ

るミカンの共販体制である。静岡県も戦前からの

ミカン産地であり、戦後の総合農協が主導するミ

カン産地とは異なる販売組織の展開がみられた。

愛媛県での「共還」にあたる組織は、静岡県では

「出荷組合」とよばれており、これは共還と同様

に戦前からの伝統をもつか、その伝統にならって

戦後組織されたものとなっている。しかし、静岡

県においては、専門農協は県連合会の段階のみで、

出荷組合は愛媛県と異なり総合農協の傘下にあっ

て農協共販体制を築いてきた。

このようなことから、以下では愛媛県と静岡県

のミカン共販組織の展開を比較することにより、

歴史性が共販組織のあり方にどのような規定性を

もっかを分析することとしたい。

1.愛媛県と静岡県におけるミカン共服組織形成

過程の比按分析

1)開業組合の股立と初期の事業内容

戦前期の両県における共販組織の展開を表1の

年表にまとめた(註6)。ミカンの共販組織の形

成過程が自生的なものであったといっても、ごく

初期においては商人、もしくは商人と農家がとも

に参加する組織がはじめに設立された。こうした

組織化は、生産の拡大が先行した静岡県において

まずみられた。

静岡県においてミカンの生産が拡大するのは明

治初期で、古い産地は庵原郡、志太郡など静岡県

中部地域である(註7)。庵原郡でミカンの増殖

が盛んにおこなわれたのが1880年頃で、 1884年に

は商人による組合が組織されているが、本格的な

組織化は1890年代に入ってからの同業組合の成立

からである。

時期的には遅れるが、愛媛県においても商人に
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よる組合や会社形態での組織化がはじめになされ

た。静岡県のミカンの有力な移出先として東京が

あったのに対し、愛媛のそれは阪神方面であって、

海によって隔てられているうえに距離が遠い。そ

のため、生産量が増加し県外移出がある程度盛ん

になってからの組織化であった。その後、先進的

な地域では農家による出荷組合の設立がすすみ、

それと前後して同業組合が設立されるかたちとな

った。

同業組合は、生産者と流通業者を構成員とし、

1884年の同業組合準則、後には19∞年の同業組合

法に根拠法をおく組織である。その目的は、当時

の重要な地域特産物、もしくは在来産業の生産品

について、商品として通用するだけの品質の統ー

や規格化を図ることであり、農業分野にとどまら

ず輸出産業の育成策の一環をなすものであった。

開業組合が設立された分野は、表2のように多岐

にわたり輸出産業に限られているわけではないが、

そういったものは生産・流通ともに零細小口で多

くの流通段階を必要とする商品であることが特徴

である。柑橘の同業組合も一定の数が存在してい

たが、組合数が多い業種では、後期にその数を減

少させているものが多いのに対し、柑橘は遅い時

期まで一定数を維持してきたことが特徴である。

静岡県において、ミカンの流通にかかわる同業組

合カ喰立されたのは、同業組合と同様の目的をも

って制度化された茶業組合との関係も推察される

が、愛媛県における同業組合の成立は、静岡県な

どの先進県などからったわったことが契機となっ

ていた。また、静岡県においては、同業組合の連

合会として、静岡県柑橘同業組合聯合会(静柑聯)

も設立された。

同業組合は、生産者と流通業者、またはそのど

ちらか一方を構成貝とする組織である。一般的に、

同業組合のおこなう事業は、製品検査、紛争調停、

表彰や品評会の開催、技術指導などであり、販売

については営利事業が禁止されているために斡旋

にとどまっていた。

これらの事業のうち、製品検査は、同業組合と

いう制度の目的である品質の安定と粗製濫造の防

止を図る手段として最も重要であり、ミカンの開

業組合においても重要な事業であった。静岡県で

は、前述したようにミカンの輸出に取り組む商人
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表1 戦前の愛媛県と静岡県におけるミカン生産流通の組織化に関する年表

年 量 媛 県 静 岡 県 その他

(明18治血17l 志ン太の荷量のミり改カ警ン商に人努がめ組る合。を組踊L東京向けミカ 同乗組合準則布遣

l曲1
、り霞立回皇家 ミカ

1、志太

1伎)() 庵原都柑橘同業組合が設立。 11盟理音量錦、
1田1

1田5 '立Z 恥。 ミカンの販売を行

l叡16 鞍費量欝駐千里Ef蹄の協同出資による「三 重ん苦に難なる草。野鶴長42k雪量五輪訟主主
1田7

実「育出回荷脊組果合物設組立4 
1筑19

1910 l陵立。

1911 伊予郡南山崎共同出庸組合陵立。 !?導課苦言語調i議
伏19正121) 高謀罪Et首長器誼?による出荷組合設立、

1913 宮守宇野署雪斑詞語?の生産者師範合 事I佐務柑橘同乗組合が設立。

1914 

1915 

1916 鰐輯鰻重苦ま警官b事言語塁?同乗組合担、

1917 |隣組強t1
1918 

1919 |日

周囲 |諜Efj 九腎:E晶耕輔
1922 

l時4

1位5 ?時鰭錨il:s:品
(昭19和盟1) |事締1 |長員長九髄容認 r~ ーなう産

1田7 ?!?ii臨時書官揺揮官職
19詔 話器野草案件量醍銘桔話励。実穴柑 庵原郡農産輸出荷組合珊合会が設立。 聖こ?の理こ果ろ機かのら導ミ入カ時ンの

l鍛冶 E諮問臨時簡単調融惇費量
1由。 寵警護童話1起訴毎常時
1田1 器吾妻属品番勝膿穂高室概要 富田親密室署管離話時宮岡棚橋

1田2 l 県令により

1田3 字和柑橘岡章組合から商業者の会員が脱退a ミカンの県営検査実施ロ 思惑ZiE33
1田4 PE韓関髄言語iF1111F盟結空事様相
資料:字和青果農業協同組合臼]、量媛県青果農業協同組合連合会(5)(6)、静岡県柑橘匝売農業協同組合連合会(9)農林省吾糸図書局(J9)
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表Z 主要な重要物産同業組合の設置状況
単位.組合

資料:白戸[10)0.61より引用
住;1) 1912， 1924年は『日本経済統計総観』の数檀を使用。それ以外は各年『重要物産同輩組合一覧』の数植を使用 (19田
年の業種別組合数は、主として商工業に属する組合致であり、 Eつ互連合会も含まれている)。
2)その他は原則として組合数1日未満のもの(ただし、上掲章種以外で10以上のものを若干含んでいる。また上掲業種中
10未満の年の数値も含まれている)。

表3 庵原郡柑橘同業組合の定款(一部)

第一条本組合ハ柑橘業ノ改良発達ヲ企画シ組合員

共同ノ利益ヲ増進スルヲ以テ目的トス

第二条 本組合ハ前条ノ目的ヲ達センガタメ左ノ業

務ヲ実施スルモノトス

一、柑橘栽培ノ改良ニ関スルコト

一、販路ノ拡張ニ閲スルコト

一、輸出品ノ検査ヲ行フコト

一、病虫害駆除予防ニ関スルコト

一、荷造リ及容器ノす法ヲ一定スルコト

一、貯蔵主主ノ研究ニ関スルコト

一、業務ノ取リ締マリニ閥スルコト

一、共進会及品評会ニ関スルコト

一、講習会及講話会開設ニ関スルコト

一、産量識調停ニ関スルコト

一、主務官庁ヨリ諮問照会アル時ハ答申マ

タハ建議誓願ヲナスコト

前各号ノ外組合員共同利益ノ増進ニ関スルコ

ト

資料静岡県柑橘販売農業協同組合連合会 (9)

註 ここに示したのは、 19∞年の庵原郡柑橘同業組合

設立時の定款の一部である。
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が多く、そのために同業組合による検査がおこな

われた。

ただし、庵原郡柑橘開業組合の定款を例として

示したように(表3)、検査は主として輸出され

るミカンに対するものであり、県外移出などへの

規制はあまりおこなわれていなかった。そのため、

荷造りの不統ーや粗悪な果実の混入などが大きな

問題となり、静柑聯によって県に対してたびたび

県営検査が要望された。県営検査は、同業組合の

創成期からかなりの期間を経た1933年から実施さ

れた。この検査は、出荷の主体を問わず、県外向

け移出の全量に対して、規定の箱に詰めて県直営

の検査を義務づけ、合格したもののみ県外への出

荷が許されるというものであった。

この県営検査に対して、静岡県西部の三ヶ日町

などで反対運動が展開された。反対運動の主張は、

愛知県との県境にあるこの地域において、隣接す

る豊橋市などへの出荷が県内向け出荷と同様の商

慣行などによっており、これに対して検査を強制
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するのは不合理であるというものであり、検査の

免除を要求していたが、最終的には資材費のかさ

む規定の容器ではなく、従来からの簡易的な荷造

りを認めながらも、検杢を実施することとなった。

愛媛県においても、品質や規格の統ーのための

検査は同業組合によってなされていた。この検査

は県外向けだけではなく、県内への出荷に際して

も実施されたといい、静岡県と異なり一定の成果

を収めたようである。実際の検査の方法は、同業

組合が品質保証を示すために証票を商人に対して

発行し、検査において定められた品質と荷造り方

法が守られていると判断された場合には、その証

票を荷に貼付するというものであった。同業組合

の運営費は、証票を発行する際に商人から徴収さ

れ、生産者は金銭的な負担を負わないとする組合

が多かった。

ミカンの同業組合において、検査とならんで大

きな事業となっていたのが、生産指導にかかわる

事業である。静岡県においても、愛媛県において

も、同業組合は技術者を雇用し、または嘱託によ

って生産指導にあたらせていた。その役割は大き

く、静岡県ではじめてミカンのせん定技術を指導

したのも同業組合によるものである。

ミカン生産の技術指導は、同業組合古雪設立される

までは農会の役割であったが、とくに静岡におい

ては、農会は同業組合が設立されてからはほとん

どミカンの生産指導にかかわらなくなった。同業

組合の設立は、多くの場合は良会の指導者層が主

導しており、役割分担がおこなわれていた。当時

の最大の問題が不統ーであったり粗悪な出荷形態

にあり、生産技術の指導だけではなく商業者への

規制をおこなう必要があったために、農会よりも

商業者を組合員にできる同業組合による組織化を

図らなければならなかったものであろう。こうし

た生産指導は、同業組合の系譜を引き継いで戦後

設立された柑橘専門農協にも受け継がれていった

のである。

以上にみてきた検査と技術指導の二つが、ミカ

ンの同業組合の主要な事業であるが、同業組合が

設立された初期の頃は、商人が検査を通巴た流通

の円滑化、農家が技術指導にたいして、それぞれ

同業組合への期待を抱いていたが、主導権は商人

側にあったようである(註8)。こうした意識の

78 

違いは、次項でみるような商人側と農家側の対立

へとつながっていったのであるo

2)開業組合にお付る農家と商人の関係

設立時には商人と農家をともに構成貝としてい

た同業組合が多かったが、ミカン生産の発展にと

もなって両者の関係は悪化し、どちらか一方のみ

を構成員とする組合に再編する動きが顕著となっ

た。

前述のように静岡県においては、輸出ミカンが

同業組合の検査事業の中心であったが、この組織

化を通じて輸出の権益が独占されたことが、商人

側と農家側の対立を引き起こすようになっていっ

た。

この対立の契機となるミカンの輸出統制は、主

にカナダ向けの輸出に関わるものであった。カナ

ダでは、日本から輸出されるミカンのもっとも有

力な輸出先となっていたが、高値での輸出が成功

した翌年には輸出量が激増し、害虫の混入や腐敗

呆の発生も発生して価格が暴落するということを

繰り返していた。 1923年の関東大震災により、そ

れまで関東向けが中心であった静岡県が海外に販

路を求めるようになったことが、静岡県がミカン

輸出の中心的な県であった理由であるが、この際

にカナダへのミカン輸出が集中豪雨的に激増し、

問題が深刻化した。

こうした状況から、 1924年にはカナダ当局から

輸出統制を要請され、これに対して農商務省は同

年輸出柑橘取締規則を制定し、統制に乗り出した。

さらに翌年の1925年に制定された輸出組合法にも

とづき、日本柑橘北米輸出組合が設立され、北米

向けのミカンは全量がこの組合によって統制され

ることとなった。

輸出組合は貿易を振興するうえで必要な輸出統

制をおこない、それによって外貨の獲得を促進す

ることを目的としたものであった。組合は、品目

別・輸出地域別に設立され、同一品目でも、北米、

甫米、バルカン中近東、アフリカなどの輸出先地

域の名を冠した複数の組合が設立された。農商務

省などの省庁は、必要と判断した場合には、当該

地域への輸出を全量割当制とし、これらの組合に

独占させることができるとされた。輸出組合の設

立が増加するのは昭和初期に入ってからであった
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が、北米向けのミカン輸出については法の制定後

直ちに組合の設立申請がなされ、強権的な統制が

先駆的に実施された品目となったのである。

この北米輸出組合の設立申請時に、静岡県にお

いて商人側と生産者側の対立が生じ、それによっ

て設立認可が遅れている。輸出組合は同業組合、

個人移出業者、産業組合など輸出をおこなう事業

者を広く組合員とし、それらに農商務省が割り当

てた輸出量を配分するものであったが、静岡県に

おいては、先進的にミカン販売に取り組んでいた

産業組合と商人の立場から輸出を独占しようとし

た開業組合側との対立古噂t化し、産業組合側にも

一定の出荷枠を認める形で決着している(註9)。

これを契機に、静岡県の同業組合は輸出権益を

擁護するための団体としての側面を強め、 1927年

からは商人だけで構成される組合へと分離再編の

動きがみられるようになった。このことは、輸出

検査を中心とする商人による同業組合と、生産技

術指導に比重を置く農家側の同業組合に分化する

動きとして捉えられる。先述した三ヶ日町におけ

る県営検査反対運動の際に、三ヶ日町側が荷造り

方法の簡易化で妥協し、県による検査の実施は受

け入れたのも、検査を拒否すれば北米向け輸出ミ

カンの権利も放棄することになるという判断があ

った(静岡県柑橘販売農業協同組合連合会 (9)、

p.449)。このことからも、静岡県における輸出ミ

カンをめぐる商人と農家との対立の根深かさが伺

えよう。

愛媛県においては、ナシなど他の商品的作物の

生産がミカンの産地化に先行して進んでいたため、

農家による共同販売の動きは比較的速くみられた。

岡県で最初の同業組合は、松山地方で1913年に設

立された伊予呆物同業組合であるが、これに少し

先行して、 1910年には北宇和郡の立聞で、 1911年

には伊予郡の南山崎で農家のみを構成員とした出

荷組合が設立されていた。また、特筆すべきこと

は、伊予果物同業組合自体が、商人を排して農家

のみを構成員とした組織であったことである。

しかし、伊予郡以外の地域では、商人の出荷への

依存度の高きから、はじめから商人排除の方針を

とりえず、また同業組合による圏内向けの出荷の

比重が静岡県よりも高かっただけに、商人側と共

販体制の確立を目指す農家とのあいだに深刻な対
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立をもたらすことになった。

同業組合の事業は、前述のように証票の発行に

よる検査事業と販売斡旋であり、商人が担当して

きた集出荷作業にまで事業を拡大することは、法

的な制約から不可能であった。そこで同業組合は、

先進的な地域で設立されていた任意出荷組合を商

人に変わる集出荷作業の主体として位置づけ、そ

れ以外の地域においては出荷組合の設立を呼びか

けることで、商人を排除しようとした。

これらの任意出荷組合では市場からの代金回収

と精算は困難であったが、この業務も同業組合で

は取り扱うことができなかったため、産業組合法

による「宇和蜜柑販売購買組合jを同業組合に併

設し、これに販売を委託し精算業務を担わせる形

式をとることにした。この販売購買組合の設立に

あたって商人の反対運動が展開され、商人の切り

崩しに応じて反対に困る農家も多くでたが、宇和

柑橘同業組合の技術者であった村松春太郎らの必

死の説得により、 1929年に販売購買組合が設立さ

れた。

同年、こうした形での商人排除を実効あるもの

とするため、宇和柑橘開業組合では定款の改正を

おこない、「組合員柑橘を販売せんとするときは、

必ず宇和蜜柑販売購買組合に委託し販売するもの

とし、その他の方法により販売することを得ず」

という項目を加え、違反に対する罰金も規定した。

この改正では小売を除外する規定が設けられたも

のの、市場出荷については商人が取り扱うことを

不可能とする内容であったため、商人側の反対運

動は県議会議員を巻き込んで君主化し政治問題化し

たが、最終的には県知事により定款の改正が認可

されて決着をみることとなり、 1933年には同業組

合から商人の会員が脱退するに至った。

3 )農家による集出荷活動の組織化の進展とそ

の性格

前項で述べたように、愛媛県では同業組合の影

響下に出荷組合が組織されていった。表4により

その数を確認すると、大正初期から温泉郡で先駆

的に設立がはじまっている。温泉郡で農家のみか

ら構成される伊予果物開業組合が設立されたのが

1913年であるが、その翌年には出荷組合も設立さ

れたということになる。また、設立数がもっとも
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表4

1914 
1915 

愛媛県における郡別の出荷組合の設立状況

(1933年現在)

温泉

1 

伊予 宇和 西宇和越智 計

1 

1916 1 2 3 
1917 1 1 2 
1918 2 1 1 4 
1919 2 1 3 
19.叩 1 1 
19.喧1 2 2 
19.司22114
1923 5 2 2 9 
1924 1 3 4 
1925 1 1 2 1 5 
19.鴎 2 338  
192743  5416  
1928 16 2 11 29 
1929 15 3 18 
1930 2 1 4 2 9 
19311114310  
1932 1 1 1 3 
19お 121 4 
合計 5525920  お 135 

資料:愛媛県青呆農業協同組合連合会[日 (p.195)
より引用。

多いのは昭和初期であるが、これは同業組合が出

荷組合の設立を奨励しはじめた時期と重なる。

一方で静岡県においては、先進的農家による集

出荷組織形成の動きは愛媛県よりも早〈、 1905年

に庵原郡において産業組合である「有限責任庵原

農産物販売組合j古敬立されている。この組合は、

静岡県に広く普及していた報徳社を母体とするも

のであった。

この後しばらくは、集出荷組織はあまり普及せ

ず、ミカン販売をおこなう産業組合古味格的に設

立されるようになったのは1920年代に入ってから

であった。また、このころには、県内における後

進産地である県西部において、十数名程度の農家

からなる任意組合が設立されるようになった。

愛媛県では郡単位の同業組合が担っていた出荷

組合間の販売先の調整にあたる機能は、静岡県で

はこれを担う組織が遅くまで形成されなかった。

1928年に、もっとも集出荷組織の形成が進んでい

た庵原郡において、庵原郡農産物出荷組合聯合会

が設立された。この組合は、卸売市場における庵

原郡の出荷組合同士の競合を避けるための出荷調

整などを業務とし、創成期の自国連会長を8期に
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わたって務めた塚口勇作などが参加していたが、

事業をおこなう地区が庵原郡に限られていた。そ

のため、 1934年に、産業組合の連合会である静岡

県購買販売利用組合聯合会(県購聯)に柑橘部を

設け、そこに庵原郡農産物出荷組合聯合会の業務

と人員を移管することとなった。この県購聯柑橘

部は、日柑連の会員として静岡県における農家側

の北米輸出枠を得たほか、産業組合から出荷され

るミカンの約2割について販売斡旋平出荷調整を

おこない、北海道などにミカンの販路を開拓する

など、戦時統制経済となるまでの6-7年のあい

だに一定の成果をあげた。

以上のように、静岡県における農家による集出

荷の組織化は、時期的に静岡県よりもやや遅れて

いた。また、産業組合や出荷組合による集出荷が

おこなわれていた地樹立並進地にとどまっていた。

統制経済が青果物流通において開始された1940年

の時点におけるミカン出荷の取扱シェアは、 52%

が産業組合、 45%が商人、 3%が出荷組合など産

業組合以外の生産者団体であった(静岡県柑橘販

売農業協同組合連合会 (9)、p.478)。出荷組合の

産業組合への統合は徐々に進んでいったものの、

全体としては商人をやや上回るシェアを獲得した

にとどまっていた。

愛媛県についてはこの種のデータは得られなか

ったが、前述のように、激しい対立の結果として

郡単位で商人の排除に大きな成果をあげ、同業組

合の生産者団体への転換を呆たした点をみると、

商人排除という点では静岡県よりも先進的であっ

たとみることができるだろう。活動内容の点でも、

愛媛県では出荷組合の設立当初から、法人格をも

たないにもかかわらず出資金を集め、選呆場を整

備し共同遷呆をおこなっていたのに対し、静岡県

では個還による輸送共同共販の段階にとどまる場

合が多かった。

こうした組織化の遅れは、静岡県においては消

費地が近〈、農家が自ら市場に出荷することによ

って商人への販売に変えようとしたことが原因で

あった。とくに卸売市場が整備されてからは、農

家個人が夜間にまで及ぶ家族労働によって遺果荷

造りをおこない、荷車で駅まではこんで鉄道で市

場にミカンを送るという出荷形態が広くみられる

ようになった。当時の農家にとっては市況情報も
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十分に得ることができず、代金回収にも多大な不

安を残しての出荷であったが、かなり零細な農家

に至るまでこうした出荷方法をとっていた。

以上が両県における農家による集出荷の単位組

織の設立経緯であるが、こうした組織化の意義を

どのように考え、戦後の共販体制とのつながりを

どのように理解すればよいのであろうか。戦前期

の青果物の集出荷組織を対象とした既存研究の蓄

積は乏しいが、呆樹農業での歴史的展開過程につ

いて言及したものとして、磯辺 (3)と松村 (16)

が注目される。

磯辺は、「産地商人層排除が、生産者農民のリ

ーダーたる地主層(地主手作り層)にとっては、

貧農層をも包含した部落丸抱え的な出荷組合~産

業組合の組織化によって、農民層の自立化進行の

もとで動揺する部落的体制をあらためて再編強化

する意義を持っていたのであるJ(磯辺 (3)品.461)
としている。

これに対して松村は、熊本県の戦前期における

ミカンの出荷組合を対象とした研究ではあるが、

やや異なる見方を示している。松村は、熊本県の

河内村(現熊本市)において大正13(1犯4)年に

結成された「河内村柑橘出荷組合」について、設

立当初の運営方法や利益配分などが各集落の代表

者の集まりにおいて決定され、組合の総会の位置

づけが低かったことから、この出荷組合において

組合長を頂点としたカリスマ的な運営がおこなわ

れていたと指摘している(松村(l6)，pp.伴侶)。

地主制との関わりについては言及されていない古久

組合が地域の有力者によって運営されていたとい

う事実は、磯辺の認識と矛盾するものではない。

しかし、村松は、一部の有力者が主導する組織が

強い組織均を誇ったことについて、"組織」が生

産者を強くまとめ得た要因は、「組織」が生産者

の家計経済を上昇させる機能を果たし、その効果

を生産者自身が享受していたことであろう」との

べている (p.92)。

本論では、戦前におけるミカンの出荷組合につ

いて、とくに愛媛県については、村松に近い考え

方をとることにしたい。その理由としては、第ー

には出荷組合が設立される地理的範囲のあり方、

第三に販売の組織化にあたって農会や同業組合の

技術者たちが主導的な役割を呆たしていたことが

あげられる。

一点目は、愛媛県の出荷組合が必ずしも集落と

一致した範囲で設立されたわけではないというこ

とである。出荷組合由設立された範囲は集落を単

位としていたものが多かったが、旧町村(明治行

政村)を単位としたもの、それをこえて複数町村

にまたがって設立されたものもあった。生産され

るミカンの品質が自然的豊度に大きく左右される

ことを背景として、自然的 地理的条件を共通に

する地域干、市場対応や還呆機導入に必要とされ

る産地の規模を確保するために必要な地域に出荷

組合が設立されたことが、規模が一定でなかった

原因ではないかと考えられる。

販売方針が統ーできなかったために、ひとつの

集落において出荷組合カ扮輔されることもあった。

たとえば、現在銘柄産地として名高い愛媛県八幡

浜市の日の丸共選では、前身となる出荷組合の設

立後まもない1934年に、共同防除での失敗から小

玉呆を多く生じたことがあった。愛媛県青呆農業

協同組合連合会 (5)によれば、「この小玉呆は大

阪市場よりもむしろ地元八幡浜の方が高値であっ

たが、取引の将来性を考え大阪市場への出荷を継

続した。この出荷方針をめぐって組合員の意見が

二つに分かれ、理事者の中にも辞表を出すものが

現れ、発展途上において組合が分裂するにいたっ

たJ(p.199)。二つに分かれた出荷組合が再び統
合するのは、 1964年のことである。

この記述から推察されるのは、集落においてミ

カンの販売方針を異にするこつの出荷組合ができ

た際に、農家はミカンを有利に販売する方法につ

いての自らの判断によって、どちらの組合に属し

て出荷をおこなうかを決定したであろうというこ

とである。そうした経緯は農家の組合に対する帰

属意識を高めることにもなったと思われる。二つ

の出荷組合を中心とした新たな社会的統合のあり

方が強固に形成されたからこそ、この体制が戦時

体制期をはさんで戦後まで30年間続いたとみるこ

とができるだろう。このように、愛媛県における

出荷組合は、磯辺のいうような「部落丸抱え的」

な性格を必ずLも備えていたわけではないのであ
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おける大型共販の形成とその解体の方がよく知ら

れている。温呆青果農協や宇和青果農協などの専

門農協の事例が典型であり、これらは管内に数十

カ所あった共遺のプランドを統合し、郡規模の共

販体制を作りあげた。さらに宇和青呆農協では、

そのようにして統合した共還を再び解体し分割再

編してきたという経緯がある(註10)。共選の再

編について、統合は市場拡大期における計画出荷

キコスト削減、分割再編は品質競争が強まるなか

での品質対応などから説明されることが多いが、

そう Lた再編が可能だったのは、戦前期からの一

貫した特徴である、生産流通環境に合わせて組

織をつくりあげる柔軟さが背景にあったからであ

ろう。

二点目の技術者層の役割について代表的な例を

あげると、愛媛県で出荷組合の設立が広まったの

は、 1928年に開催された県下園芸大会において、

高橋郁郎が行った講演を契機としているという(宇

和青呆農業協同組令 (4)、p.23)。高橋はミカン

の農商務省園芸試験場の技手から請われて静岡県

に移り、静岡県柑橘試験場長・柑橘同業者組合連

合会幹事となり、戦後における専門農協の全国組

織である日本園芸農業協同組合連合会(日園連)

の設立においても中心的な役割を呆たし、日国連

設立後はその専務理事に就任して戦後の果樹復興

に多大な貢献をした人物である。

1916年の西宇和果物開業組合の設立においては、

西宇和郡長会の技術員である上甲香と村田吉右衛

門が奔走し農家の合意をとりまとめ、組合古雪設立

されると上甲は理事兼技士として活躍した(愛媛

県青果農業協同組合連合会 (5)、p.281)。末端の

出荷組合の設立に深く関わった人物としては、先

述の宇和柑橘同業組合の村松春太郎があげられる。

また、戦後の展開との関わりでいえば、愛媛県青

果農業協同組合連合会の会長として有名な桐野忠

兵衡が、戦前においては農会の技術員であったこ

とが指摘できる(註11)。

彼らの動機を明確に示す資料はないが、各種資

料の断片的な記述からは、商人の詐欺的な商慣行

に対する強い憤りなどが読み取れる(註12)。彼

らは農家への技術普及をとおして生産段階での改

良だけでは問題が解決しないことを実感し、流通

過程の組織化に関する問題意識を強めていったと

82 

思われる。技術者たちは県や郡以上の範囲で活動

することが多かったし、蜜柑の技術研究の中心で

あった静岡県の奥津園芸試験場(農商務省農事試

験場園芸部)から県をこえた技術者の移動も多く

みられるので、彼らが地主的秩序の維持・強化に

対して問題意識をもっていたとは考えにくい。

以上の三点の理由から、本論では愛媛県におけ

る出荷組合の基本的な性格は、商品経済の浸透や

共同での経済活動を通じて、出荷組合を中心とす

る新たな社会的統合を形成するものであったと考

える。もちろん、通信手段が未発遣な当時にあっ

ては、決定事項の連絡一つをとっても集落に依存

する必要があったろうし、運営が地主などの有力

者の主導によっていて、地域における彼らの立場

が強化されることもあっただろうが、商品生産の

進展による伝統的な村落秩序の転換はそのことと

並行して進行しうるものであろう。出荷組合が村

落秩序と一体的に展開してきた側面は確かに愛媛

県においてもみられるが、それは集出荷活動を円

滑に遂行するうえで有用であるためである。村落

秩序との一体性を出荷組合の本質と捉えてしまう

と、より重要で、そして現代にまで影響を及ぼし

ている出荷組合の存在意義を見落とすことになっ

てしまうのではないだろうか。

ただし、以上のような組織の性格は、技術者の

組織化への関わり方を除けば、静岡県においては

弱かった。静岡県での集出荷の単位組織は、前述

のように出荷組合と産業組合が併存していたが、

愛媛県のような組織化の領域の行政区域からの議

離はみられなかった。前述の報徳社の社員により

設立された産業組合である庵原郡農産物出荷組合

では、設立時に中心人物が周囲に説いたのは、共

同出荷は利益をいたずらに追求するためのもので

はないこと、共同活動を通じて勤労に励むべしと

いう「報徳社精神」であったという。また、この

組合に遅れてミカンの取り扱いを開始した産業組

合では、ミカン販売以外の他事業を兼営するもの

が多く、組合長は町長平町会議員、農会長などを

歴任した人物であったケ」スが目立つ。

こうした特徴は、近郊産地であるという条件に

よる農家の共同出荷への意欲の低さに対して、産

業組合など、ミカン販売とは直接関わりのない農

家の組織化原理をも動員することによって対応し



ミカン農業における農協共販体制の歴史的展開過程

た結果であるとみることができるだろう。

以上のような静岡県の状況からは、磯辺の指摘を

積極的に否定する要素はみあたらない。磯辺の指

摘のように、あるいは、斎藤 (8)(p.38)が指摘

したような、自治村落の執行部層としての立場か

ら地主が産業組合設立を主導するという論理が、

静岡の出荷組合の形成原理を理解するうえでは重

要な意味を持つのかもしれない。いずれにしても、

組織の展開や運営の形態から外形的に判断するか

EJ~ 
県 検査

郡 出荷調整
(後に県) 輸出

旧町村

単位出荷
組織とし
ての全て
の業務

戦前

ぎり、静岡県の出荷組合の性格は、愛媛県のそれ

とはかなり異なるものだったとみてよいだろう。

4 )喰前にお吋る組織化の到達点と喰後の展開

との関係

前項までが戦前における両県の集出荷組織の形

成過程の分析である。ここでは、戦前における集

出荷組織の形成・再編を再整理するとともに、戦

後の共販体制との関わりについて簡単に触れてお

A 

合併町
村かそ
れ以上
の範囲

単位出荷
組織とし
ての全て
の業務

図2 静岡県における戦前と戦後のミカンの集出荷組織
註:実線の矢印はミカンの出荷の流れ、破線の矢印は戦前と戦後の組織のつながりを表す。

戦前

巨日I[ 役割

荷造・等階級規格
郡 の設定、検査、販
売斡旋、技術指導

戦後

[1[ 
市場 日I

県

役割

需給調整、広告宣伝、
加工、資材供給

r平 出荷調整、市場対応、
f完全樟算哩技賓指導

郡 形式上の代金精算

集落~ 選呆荷造、遷呆場
複数の

の建設と運営
旧町村

iqlipjlF 
国3 愛媛県における戦前と戦後のミカンの集出荷組織

註:矢印の意味は図2と同様。
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きたい。そのため、戦時統制団体に再編される前

の時期と戦後の組織体制の比較を図2と図3にま

とめた。

両県ともに組織化は商人と農家とを構成員とす

る同業組合からはじまったが、静岡県においては

輸出権益をめぐる主導権争いのなかで商人側と農

家側の同業組合に分化する一方で、圏内向けの出

荷については規格化を十分に呆たせず、県営検査

による強権的な措置に依存せざるを得なかった。

農家による集出荷体制の組織化は、同業組合とは

別個に産業組合の事業として開始され、あるいは

任意出荷組合を産業組合が取り込む形ですすめら

れた。農家側からの組織化への動きは弱く、すで

に存在していた報徳社や産業組合の組織に依存す

る面が大きしそのために単位集出荷組織の範囲

が町村を越えることはほとんど無かった。

戦後については、産業組合がそのまま総合農協

となり、出荷組合を取り込んできた形跡として、

通常の作目別部会に相当する部分をそのまま出荷

組合とよぷ地域がほとんどを占めていた。県段階

の組織としては、同業組合の系統は消滅し、産業

組合の連合会の柑橘部門が経済連とは独立して専

門遣である静岡県柑橘販売農業協同組合連合会を

設立した。こうした結果、県段階が専門速である

ことと、部会にあたるものを出荷組合とよぶほか

は、一般的な青果物産地と同様に、一つの産地に

一つの出荷組合、一つのプランドという体制とな

ったのである。また、たとえば旧三夕日町のよう

に、戦前において集出荷体制が形成されていなか

った地域において戦後農協共販体制古書確立した場

合にも、部会にあたる組織は出荷組合とよばれて

農協から相対的な独立性を強調し、農家の帰属意

識を高めるように努められてきた。

これに対して愛媛県では、遠隔産地としての県

外移出を中心として、同業組合の検査事業の対象

が園内向けにも及んでいたため、そこからの商人

の排除は激しい紛争をもたらすこととなったが、

同業組合から商人を脱退させるか、はじめから農

家のみの同業組合を組織することに成功した。単

位集出荷組織は同業組合の主導のもとで任意の出

荷組合が中心となり、それらが出荷する果実を検

査し販売を斡旋することとした。出荷組合古雪設立

される地域は一定せず、郡を単位とする同業組合
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の事業範囲のうちに複数の組合が設立された。さ

らに、法的に禁じられている代金回収・精算業務

をおこなうために、産業組合を併設し、形式的に

これに販売を委託する形をとった。出荷組合は出

資をもとに集出荷施設を備えていたが、同業組合

と産業組合による補完がなければ販売事業に必要

な機能を完結することができず、上部組織との結

ぴっきは強固なものであった。

以上のような組織が形成された結果、戦後には、

郡単位の専門農協のもとに「共選」とよばれるよ

うになった出荷組合が複数所属し、それぞれが独

自のプランドをもって出荷をおこなうほかに例を

みない体制が形成されたのである。選果場を建設

する際に共還の組織基盤を強化しようとする際に

は、専門農協ではなく総合農協と合併するケ」ス

が多くみられた。共選別の費用負担を明確にして

おくことがその目的と考えられる。また、郡専門

農協の上部に位置した専門速は、愛媛県青果農業

協同組合連合会 (5)によれば、戦前に系譜をも

たない新しい組織であるとのことである。

4.おわりに

本論では、戦前の歴史的展開過程からの規定性

という分析視角により、静岡県と愛媛県における

ミカンの集出荷体制を比較分析してきた。両県の

共販体制が戦前の展開から受け継いでいるのは、

本論の分析によれば、出荷組合を集出荷の基礎的

な単位とする事業体制、それらの出荷組合と上部

組織である農協との関係、とくに総合農協である

か専門農協であるかという点、技術指導を重視し

た事業体制などである。

現在、両県においてみられる「共選Iと「出荷

組合」とよばれる組織は、一般的な青果物の作目

別部会と区別されるような特徴が多くみられ、共

通点も多いが、それは戦前からの展開に規定され

たものである。しかし、その性格には、村落など

との結ぴっきのあり方を中心として、大きな違い

がみられることを指摘した。冒頭で述べたような、

今後の農協のあり方を考えるうえでも、経済的要

因により広域的な共販組織の形成をみた愛媛県と、

村落社会や産業組合などそれ以外の要因を動員し

なければ容易に組織化が進まなかった両県の相違

を分析することは、興味深い課題であるといえよ
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う。

本論では、この課題に対して、さしあたり地理

的な要因に規定される両県の市場環境から説明を

試みたが、実証としては不十分な点が多く、仮説

にとどまらざるを得ない面もあった。今後はこの

点の補足研究を進めるとともに、斎藤 (8)が産

業組合と村落の関係を論じたような形で、社会構

造の地域性という視点からも、両県の組織化の相

違を分析する必要があるだろう。

今後の課題としてもう一点あげるならば、戦後

におけるミカン共販組織の展開である。様々な課

題が残されているが、本輸が重視してきた共選組

織の再編について、とくに重要と思われるのは、

共還を基盤とした事業を「組織的にも弱体な任意

組合の上に乗っている不安定性J(若林 (20)、p.
243) としてとらえ、より農協直営に近い形で共

選を再編しようとする動きである。温泉青果農協

では、 「温泉青果農協の場合、長年の努力でほぼ

この悩みを克服したJ(若林 (20)、p.243)とさ
れているが、こうした再編において、戦前からみ

られた組織の柔軟性が発揮されたのか(註13)、

それとも農協の経営者層からの強力なトップダウ

ンによって歴史性からの規定性に対抗するような

ものであったのかが問題となるであろう。し、市

場条件の変化や産地の発展にあわせて組織を再編

しようという動きである。本論の問題意識からい

えば、この温泉青果農協と、共選古濃強〈残存し

ている西宇和農協など他産地との比較は興味深い

課題であるが、これについても今後の研究課題と

したい。

駐

1)太田原 (7)による農協の本質規定である(即日-

57参照)。

2)和歌山県も戦前からの産地化の歴史を持つうえに、

愛媛県とは異なる共販組織の展開を遂げてきた地域

であるが、その組職化の歴史は、江戸時代に紀州藩

から庇護を受けた「密柑方」という半官半民の特権

組織にまでさかのぼる。明治期以降に静岡県や愛媛

県での産地化が進む一方で、すでに産地として確立

していた和歌山県では、蜜柑方による独占的な商慣

行の弊害を改めるために改革が試みられ、販売の組

織化は好余曲折を経ることとなる(蜜柑方の再編に

ついては御崎(17)を参照)。こうしたことから、
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愛媛県と宜接の比粉す象とするには静岡県が適当で

あると考えた。

3)若林 (2旧〕が代表的なものである。

4)専門農協の性格変化や総合農協との接近について、

販売方法の優劣だけではなく、特定作目への特化や

組合員構成の変化、事業兼営の範囲などから論じた

研究もみられる。たとえば守回(18)(pp.17-19)、
太田原 (7)(第3章)である。しかし、これは本

論の問題意識からいえば、あまりに皮相的な理解と

いわざるをえない。どのような農協であっても、大

きく変化する事業環境には対応してゆかなければな

らないのであって、そうしたなかで、この事業機能

は専門農協的、あの事業機能は総合農協的という区

分がいかほどの意味を持つというのであろうか。地

域社会や農業の影響を大きく受ける組織形態に関L

ても同様である。専門農協を研知機とするならば、

機能論的、組織形態論的なアプロ}チのみではなく、

系譜論的、発生史的なアプローチによって、専門農

協の特殊性がいかに形成されてきたかという論理を

あきらかにする必要がある。合併によって減少し、

いまや注目されることもほとんど無くなってしまっ

た専門農協を研究対象として取りあげる価値は、そ

うした論理の解明にあるというのが本論の基本的な

問題意識である。

5)若林 (20)(pp.233-234)によれば、愛媛県西宇
和郡の三崎町では、任意組合(共選)が総合農協と

合併する際に専門農協である西宇和青果農協との関

係を断ち切り、総合農協による独自販売に移行した

という。また、共還の独立性については、 「任意組

合(共還のことー引用者)の経営的組織的性格の

不明確さ(とくに経理など杜撰に流れやすい)のゆ

えに、農協との対応関係がすっきりせず、場合によ

っては、この任意組合が実質上果実の出荷指令権を

握り、呆実のマーケテイング機能を呆たし、専門農

協は極めて形式的な販売業務をおこなうにとどまる」

(p.233)と述べており、否定的な評価を下している。

しかし、林 (15)に整理した近年の農協に関わる議

論の動向をみると、組合員参加型の事業として共選

組織に近いような方向性に農協の将来像曲噛かれよ

うとしているように思われる。

6)これ以降、戦前期の記述については主に、宇和青

果農協 (4)、愛媛県青果連 (5)(6)、静岡県柑橘連

(9)、西宇和青果農協 (13)の記述によるものである。

7)平成の町村合併により郡部古市部に輝入され、ど

ちらの郡も現濯では存在していない。庵原郡が静岡

市(とくに旧清水市)を、志太郡が藤枝市を中心と

する地域である。

8)白戸 (10)p.31は同業組合準則による組織化につ
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いて、「組織化に熱心であったのは商人であり、生

産の担い手は一般的にきわめて零細で市場から隔障

された状態にあり、その結呆、組織内では商人の発

言権が優位を占めていたといえよう」と述べている。

9)大阪毎日新聞「産業組合物語J(19:お 5.7-1935
5. 29の連載)によれば、北米柑福輸出組合は、「第

一に販売権を持っている、検査の支配を握っている、

生産者から如何なる値段に買取ることも自由であり、

また海外市場の実需などは無視しても供給を抑圧L

て価格吊上げは勝手にやれる、内に生産過剰の重圧

がありながら、外に販路閉塞の矛盾をあえてする」

といったことで、相当の利益をあげたということで

ある。これに対し、全国のミカン主産県の産業組合

が中心となって19留年に大日本柑橘生産組合連合会

(目柑連)を結成し、出荷枠の5割を獲得すること

を要求した。この要求をめぐって、農林省と商工省

がそれぞれ生産者団体と商業者団体を所管する立場

から対立するなどして一時無統制状態となりかけた

が(大阪朝日新聞「全国輸出組合座談会J1936. 7. 
20ー1936.7.29の連載のiCMiによる)、翌1招4年には、
もともと輸出枠を得ていた静岡県の産業組合分を考

慮しつつ、生産者側と商人側で輸出枠を等分するこ

とで落ち着いた。なお、ここで引用した新聞記事は、

Web上の「神戸大学新聞記事文庫J(http:/h何 W.
1ib.kobe-u皿 jp/sinb四人 2009.1.13閲覧)によって

いる。

10)こうした経緯は相原 (1)ゆ l俗 l侃)に詳しい。

11)愛媛県の専門農協の技術指導体制の歴史と桐野ら

の活躍については、玉 (12)(補章3)も参照のこと。

12)たとえ11、静岡県柑橘販売農業協同組合連合会 (9)

(p.313)に、高橋郁郎らの見解が述べられている。

13)本文中で指摘した宇和青呆農協の共遺再編では、

共還の統合と分割再編のほかに、専門農協本部から

各共還に権限を委譲する動きなど、様々な試行錯誤

ががみられる。このケースについては、共選組織の

柔軟性が発揮されたものといえるだろう o
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